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総務省独立行政法人評価委員会 
郵便貯金・簡易生命保険管理機構分科会（第２８回） 

 
 
 
（釜江分科会長） それでは定刻となりましたので、これより第２８回総務省独立行政法人評価

委員会郵便貯金・簡易生命保険管理機構分科会の会合を始めさせていただきたいと思います。本

日は委員の皆様におかれましては、ご多忙の中、お集まりいただきまして、誠にありがとうござ

います。 
 それでは事務局より、本日の会議の定足数及び資料についての確認をお願いいたします。 
（菱沼郵政行政部貯金保険課長） 今般、人事異動に伴いまして、７月２２日付けで総務省情報

流通行政局郵政行政部の貯金保険課長を拝命いたしました菱沼と申します。よろしくお願いいた

します。 
 それでは定足数に関してご報告をさせていただきます。本日は委員３名全員にご出席いただい

ておりますので、総務省独立行政法人評価委員会令第７条第３項で準用する同条第１項に基づく

定員数を満たしており、会議が成立することをご報告いたします。 
 続きまして、本日の資料を確認いたします。会合の資料は資料本体が１、２、３、４とござい

まして、２が少々厚うございます。それから参考につきましては１から１４までございます。こ

ちらにつきまして、過不足等ございませんでしょうか。もしございましたらその旨おっしゃって

いただければと思います。以上でございます。 
（釜江分科会長） 事務局と機構に人事異動があったということですので、新しい方のご紹介を

お願いいたします。 
（菱沼郵政行政部貯金保険課長） それでは、まず事務局の武田郵政行政部長からご挨拶を申し

上げます。 
（武田郵政行政部長） この度７月２２日付けで郵政行政部長を拝命いたしました武田でござい

ます。どうぞよろしくお願いします。前職は官房の政策評価審議会でございまして、実は委員の

先生方には昨年の夏からいろいろお世話になっております。今回郵貯・簡保の管理機構というこ

とで、先生方には日頃から、同機構の業務運営のあり方につきまして、大局的専門的見地からご

指導いただきまして本当にありがとうございます。 
 ご案内のとおり、先般の国会で通則法改正によりまして、評価委員会による独法の業績評価、

２５年度が最後ということで、来年２６年度業績評価からは、所管の大臣自ら行うという枠組み

に変わります。ただ、そうは言いましても、これまで先生方に取り組んでいただきました業績評

価、あるいはこの点検ですね、まさに模範でございまして、そういったものを活かしながら次に

つなげていきたいと思っております。 
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 本日は、２５年度の財務諸表、業績評価ということでございますが、また忌憚のないご指摘い

ただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
（菱沼郵政行政部貯金保険課長） 続いて機構の村松保険部長から、一言ご挨拶をお願いいたし

ます。 
（村松（独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構保険部長） 先月保険部長を拝命しました村松で

ございます。前職は消費者庁におきまして地方支援を担当しておりました。よろしくお願いいた

します。 
（釜江分科会長） ありがとうございました。それではお手元の議事次第にございます議事の１

「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の平成２５年度財務諸表に関する意見聴取」に

入らせていただきます。 
 財務諸表については、独立行政法人通則法第３８条第１項に基づき、６月２７日、機構より総

務大臣へ承認申請が提出されています。本件につき、総務大臣から本日付けで総務省独立行政法

人評価委員会に対して意見が求められておりますので、まずは申請者である機構からご説明を伺

いたいと思います。よろしくお願いします。 
（山崎（独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構総務部長） 総務部長の山崎でございます。お手

元の資料１に基づいてご説明申し上げたいと思います。まず資料１、かがみが付いておりますの

でおめくりいただきまして、平成２５年度財務諸表でございます。 
 続いて１ページ目の目次をご覧いただきますと、機構の財務諸表につきましては法人単位のも

の、それから郵便貯金勘定、簡易生命保険勘定の３部構成となっております。このうち、法人単

位の部分につきましては、郵便貯金勘定と簡易生命保険勘定を合計したものでございますので、

この場におきましては両勘定について順次ご説明申し上げたいと存じますのでよろしくお願い

いたします。 
 それでは資料１の２０ページ目をご覧いただければと存じます。郵便貯金勘定でございます。

１枚めくっていただきまして２１ページ目、そこに貸借対照表がございます。左側の部分、資産

の部についてからご説明申し上げたいと存じます。 
 預金の部分でございますが、２６兆２２５億円弱のほとんどにつきましては、右側の負債の部

にございます郵便貯金に対応する資産として、ゆうちょ銀行に預けている特別貯金としてのもの

でございます。次の有価証券の１９５億円強につきましては、機構が直接国債で運用しているも

のでございます。 
 次の貸付金でございますが、預金者貸付及び地方公共団体貸付を合計いたしまして１兆７６６

２億円弱になります。このうち地方公共団体貸付につきましては、新規の貸付けはなく償還のみ

となってございます。 
 続きまして、その他資産の部分でございますが、前払費用につきましては、事務所の４月分の

賃料について前払をしているものでございます。未収収益の４，６８１億円強につきましては、

そのほとんどにつきまして、特別貯金の未収利息の部分でございます。 
 その他の資産、２６４億円弱につきましては、主なものとしましては機構がお客様に発行いた
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しました郵便貯金の払戻証書のうちまだ換金されていないものを、その支払のためにゆうちょ銀

行に預けている預け金ということになります。 
 続きまして有形固定資産でございますが、これにつきましては、事務所の間仕切りやサーバ、

パソコンなどでございます。また、無形固定資産につきましては、機構における情報系のシステ

ムのソフトウェア等が入ってございます。以上、資産の部の合計につきましては２８兆３，０２

７億円強ということになります。 
 続きまして右側でございます。負債の部でございますが、郵便貯金につきましては、残高が昨

年３月末に比べまして３兆９，３６８億円弱減少しておりまして、そこに記載しておりますよう

に、２６兆２１９億円強となってございます。続くその中の長期借入金でございますが、１兆７，

６６２億円弱につきましては、預金者貸付、地方公共団体貸付の原資といたしまして、ゆうちょ

銀行から借り入れているものでございます。資産の部の貸付金と同額ということになります。 
 続きまして、その他負債の未払費用の４，６８１億円強につきましては、そのほとんどが郵便

貯金の未払利息ということになります。続くその他の負債、２５１億円弱のほとんどにつきまし

ては、先ほどの未換金の払戻証書に対応する負債になります。その他、賞与引当金等の引当金が

ございます。これら負債の部の合計につきましては、２８兆２，８１４億円弱ということになり

ます。 
 続いて右下の純資産の部でございますが、資本金に相当いたします設立時資産・負債差額が６

３億円ございまして、積立金が７２億円弱、それから当期未処分利益７９億円強となっておりま

して、これら純資産の部の合計といたしましては２１４億円弱ということになります。 
 続きまして次のページの損益計算書についてご説明申し上げます。まず経常収益でございます。

これにつきましては、預金利息６９５億円強につきましては特別貯金の利息ということでござい

ます。加えまして、有価証券利息８３０万円弱につきましては、機構で運用しております国債の

利息、また貸付金利息２４６億円強につきましては、預金者貸付、それから地方公共団体貸付に

より得られた利息ということになります。 
 そしてその他の役務収益のところでございますが、１，４９０万円強につきましては、主に残

高証明手数料、それからその中のその他の経常収益８３億円強につきましては、その大半は郵便

貯金の権利消滅金ということになってございます。 
 続きまして、経常費用のところでございますが、郵便貯金利子６９５億円強につきましては、

経常収益の預金利息に対応しまして、ゆうちょ銀行に預けた特別貯金の利子はそのままお客様へ、

郵便貯金利子の支払に充てられるという関係にございます。 
 それから借入金利息２４６億円強につきましては、経常収益の貸付金利息に対応しておりまし

て、預金者貸付及び地方公共団体貸付の原資として、ゆうちょ銀行から借り入れた部分の借入金

の利息支払に充てられるものということになってございます。 
 その下の、その他の役務費用でございます。１，４９０万円強につきましては、その他の役務

収益に対応しておりまして、ゆうちょ銀行への事務委託手数料に充てられるものでございます。 
 続きまして、事業費及び一般管理費につきましてでございますが、郵便貯金管理業務を行う上
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で必要となった費用でございまして、順に人件費、それから広告宣伝費、事務所賃貸料等の物件

費、それから固定資産の減価償却費、租税公課ということになります。 
 それから、その他経常費用のところでございます。３７９万円弱が計上してございますが、地

方公共団体貸付の貸付金の繰上償還に伴いまして、ゆうちょ銀行に支払う補償金ということにな

ってございます。この結果、経常利益、当期純利益、それから当期総利益とも７９億円強となり

まして、この７９億円強につきましては、先ほどの貸借対照表の当期未処分利益と同額というこ

とになります。 
 以上が郵便貯金勘定の部分でございます。 
 続きまして先に進めさせていただいて、ページで言いますと３２ページをお開きください。簡

易生命保険勘定でございます。 
 次の３３ページでございますが、貸借対照表でございます。まず左側の資産の部、預金でござ

います。３億円弱につきまして、これは日常の支払に備えまして手元に置いている現金の分でご

ざいます。それから預託金６６２億円強につきましては、実は右側にあります負債の部の支払備

金３３５億円弱、中ほどにございます時効保険金等払戻引当金１０２億円強、それから右側の下

のほうにございます利益剰余金２２５億円強に相当しておりまして、これらは保険金等の支払の

ためにかんぽ生命に預託しているものということになります。 
 それから有価証券の３億円弱につきましては、機構が直接国債で運用しているものでございま

す。 
 続きまして貸付金につきましては、保険契約者貸付、それから公庫公団等貸付、及び地方公共

団体貸付を合計いたしまして１０兆２，０３０億円強となってございます。 
 続きまして、その他資産のうち、未収収益１２０億円強につきましては、貸付金の未収利息、

その他の資産、８億６，１３６万円弱につきましては、主に年金等に係る源泉所得税で税務署に

まだ支払われていない金額を、かんぽ生命に対しまして預けている預け金、それからかんぽ生命

に請求しました再保険手数料のうち未収の部分が計上されてございます。 
 それから、有形固定資産と無形固定資産につきましては、内容につきましては、貯金勘定で説

明したものと同じでございますので省略させていただきます。以上の資産の部の合計につきまし

て、１０兆２，８２７億円強となります。 
 続きまして右側、負債の部に移りたいと思います。まず支払備金３３５億円弱についてでござ

いますが、これは機構発足の際に、保険金等の支払義務が既に発生しているもののうち、２５年

度末までにまだ支払が終わっておらず、かつ時効が完成していないものについて負債として計上

しているものでございます。 
 次の長期借入金、１０兆２，０３０億円強につきましては、先ほどの保険契約者貸付等の原資

とするために、かんぽ生命から借り入れているもので、先ほどの資産の部の貸付金と同額となっ

てございます。 
 それから、その次のその他負債でございますが、未払費用、１２０億円強につきましては、契

約者の貸付等の未収利息に相当する金額が、そのままかんぽ生命からもその借入金に係る未払利
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息となっているものでございます。その他の負債、７億３，７７４万円弱につきましては、契約

者からお預かりしている年金等に係る先ほどの源泉所得税の預り金と、さらに物件費の未払額の

合計となってございます。 
 続きまして各種の引当金がございますが、このうち時効完成後の保険金等の支払に備えるため

の時効保険金等払戻引当金は、１０２億円強ということでございます。 
 以上、負債の部の合計といたしましては、１０兆２，５９５億円弱ということになります。 
 続きまして、右下の純資産の部でございますが、資本金に相当する設立時資産・負債差額が７

億円、それから前中期目標期間繰越積立金が２０８億円弱、そして積立金１８億円弱となってお

りまして、これら純資産の部の合計は２３２億円強ということでございます。 
 続きまして、次のページの３４ページ、損益計算書に移りたいと思います。まず経常収益でご

ざいますが、保険料等収入１１兆６，３４１億円強につきましては、契約者からの保険料が２兆

１，５５３億円弱、かんぽ生命等再保険契約を結んでいる保険契約につきまして、保険金等支払

のためにかんぽ生命から入ってきた再保険収入が９兆４，７８８億円強となってございます。 
 次に、資産運用収益についてですが、有価証券利息２２万円強が、機構が手元の資金を運用し

た利息の部分です。それから貸付金利息２，６００億円弱につきましては、契約者貸付、これは

公庫公団等貸付及び地方公共団体貸付につきまして機構が受け取った利息ということでござい

ます。 
 それからその他経常収益の部分ですが、その大半につきましては、支払備金戻入１２５億円強、

これにつきましては、保険金等の支払や保険金等支払義務の時効完成に伴いまして、支払備金を

取り崩した額ということでございます。 
 その下のその他の経常収益８億２，２５３万円弱につきましては、主に地方公共団体から貸付

金の繰上償還に伴いまして受け取った補償金ということでございます。 
 続きまして、経常費用でございます。保険金等支払金１１兆６，４６３億円強のうち、保険金

からその他支払金までの内訳科目につきましては、保険金受取人への保険金等の支払でございま

す。次の再保険料ございますが、２兆１，５５５億円弱につきましては、お客様から機構が受け

取った保険料を、再保険先のかんぽ生命に支払っているものでございまして、先ほどの契約者か

らの保険料にほぼ見合う金額ということになります。 
 続きまして、借入金利息２，６００億円弱につきましては、契約者貸付等の貸付原資に充てる

ため、かんぽ生命から借り入れた借入金の支払利息で、先ほどの経常収益の貸付金利息と同等と

いうことでございます。 
 次の事業費及び一般管理費は、簡易生命保険管理業務を行う上で必要となった費用でございま

して、内訳科目が人件費、物件費、減価償却費、租税公課ということでございます。 
 続きまして、その他経常費用でございますが、時効保険金等払戻引当金繰入額２４億３１１万

円強と、その他の経常費用８億２，２５０万円強につきましては、地方公共団体貸付の繰上償還

に伴いまして、かんぽ生命への貸付金の補償金ということでございます。 
 それからその結果につきまして、経常損失ということで２５億円強となりまして、そのまま損



6 
 

益計算書の当期純損失となりますが、独立行政法人会計基準に従いまして、前中期目標期間繰越

積立金を取り崩しまして補填します。そして当期総利益０円ということで整理させていただいて

ございます。 
 以上が簡易生命保険勘定でございまして、もう一度３ページ目に恐縮ですが戻っていただきま

して、機構全体の貸借対照表とございますが、ここを見ていただくと前中期目標期間繰越積立金

２０８億円弱、積立金８９億円強に、当期未処分利益７９億円を加えまして、３７６億円弱が利

益剰余金の金額ということでございます。簡単ではございますが、以上でございます。 
（釜江分科会長） ありがとうございました。ただいまご説明いただいた内容について、何かご

質問等はございますか。 
（米山委員） １点、後学のためですが、簡易生命保険の損益計算書に、経常費用の再保険料と

経常収益の保険料があって、ほぼ対応しているのですけれども、経常収益の保険料は、１００％

経常費用の再保険料ということですよね。 
（山崎（独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構総務部長） そうです。 
（米山委員） 若干差額がありますが、これはどういうことによるのでしょうか。 
（山崎（独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構総務部長） 時系列の差がございまして、支払前

に年度をまたいでいることがございます。 
（米山委員） それの差額ということですね、了解しました。どうもありがとうございます。 
（前川（独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構理事） 若干補足いたしますと、保険契約のお客

様が保険料を払い続けることができなくなった場合、失効する場合がございます。失効後、一定

の期間であれば保険料を追納することにより、保険を復活することができるのですね。そういっ

た場合の会計処理に伴って、若干差が出るということがございます。 
（米山委員） はい、了解しました。どうもありがとうございました。 
（釜江分科会長） ほかに何かご質問ございませんか。それでは特段のご異議がなければ、郵便

貯金・簡易生命保険管理機構の平成２５年度財務諸表については、本分科会として問題がないも

のと認める旨の意見をとりまとめることとしてよろしいでしょうか。 
 総務省独立行政法人評価委員会議事規則第９条の規定により、本分科会の意見をもって委員会

の意見となります。ありがとうございました。 
 それでは議事の２「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の平成２５年度業務実績評

価の決定」に入ります。 
 まず機構の２５年度項目別評価調書につきまして、委員の皆様からご提出いただいた業務実績

評価（案）を適宜調整の上、まとめておりますので、事務局からご説明をお願いいたします。 
（菱沼郵政行政部貯金保険課長） 事務局からご説明させていただきます。大体３０分程度にな

ろうかと思います。資料はお手元の資料の２、３、４の３点でございまして、２の分厚いものが

項目別評価調書になります。先生方の評価をご記入いただきました評価調書の本体を全部集約し

たものでございます。 
 それから資料の３、項目別評価総括表は、資料２からそれぞれの項目のＡＡからＤにあたる評
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価と評価結果の説明の部分だけを抽出して、全体としてどの程度評価目標を達成しているかとい

うことで抜き出したものでございます。 
 それから資料の４は、全体的評価表ですが、各項目の評価の概要をまとめまして、その上で全

体の評価を記載したものとなっております。 
 ご説明は基本的に資料３に即して行わせていただきます。資料３をご覧いただきたいと思いま

す。赤字と黒字がございますが、キーポイントのところを赤字にしておりまして、見やすいよう

にしております。 
 最初のページでございます。一番左側に評価項目が書いてあります。第１、業務運営の効率化

に関する目標を達成するためとるべき措置、その中で１、組織運営の効率化でございます。それ

評価のＡＡからＤと評価結果の説明がございます。 
 説明の一番目のところでございますが、機構において２５年度の組織運営の効率化に関しまし

て、業務実施体制の検証・効率化プロジェクトを設置しまして、職員の月次労働時間を詳細に把

握するとともに、繁忙期の人員配置に対して柔軟な対応をしていくということでございます。 
 その下、国際ボランティア貯金の寄付金の配分に関する業務でございますが、過年度に返還を

受けました５８７万円につきまして配分を行いまして、２７年度の配分を終えると、業務量を縮

小しつつも、事後的な業務処理に関連する必要な業務量を残す予定でいるということを確認して

おります。 
 次に、電子化による業務の効率化に関しまして、調達案件が少ないことから、費用対効果の観

点からすると、費用がかかる一方見合った効果がないと検討しているところでございます。 
 以上の点を踏まえまして、機構が組織運営の効率化を図っていったと評価をいただき、目標を

十分に達成したというＡ評価をいただいております。 
 次のページ、２、業務経費等の削減についてでございます。①、②、③とございます。①の経

費等の効率的使用につきましては、一般管理費と業務経費の、２５年度の経費合計額は平成２３

年度比２％以上、これは２年間で２％ですので、年平均１％以上の削減となっております。中期

目標、２８年度において２３年度比で５％の削減達成に向けた一歩として評価できるということ

でございます。 
 ②の契約の点検・見直しにつきましては、一般競争の入札条件も厳格に履行されていると、そ

れから２５年度においては、一者応札・一者応募の割合は、２２件中３件、１３．６％になりま

して、昨年度よりも低下していることから努力の跡が見られると評価いただいております。また

今後も、契約監視委員会の報告及び監視強化を含め、改善を図っていくべきこともご指摘いただ

いております。 
 ③、人件費の削減等に係る取組でございます。こちらにつきましては、超過勤務管理の徹底等

によりまして、設定した人件費の削減目標が２３年度比マイナス７．８％でございますが、これ

を上回りまして、２３年度比マイナス９．４６％の削減を達成したこと、さらには給与について、

対国家公務員指数１００以下ということで、実際には９７．０であるということ、その水準に維

持しまして、また不要な福利厚生費の支出も行われていないこと、これらの点を評価いただきま
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して、Ａ評価をいただいております。 
 次のページ、第２の「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置」、その１で、資産の確実かつ安定的な運用でございます。これにつ

きましては①の郵便貯金資産の運用計画及び簡易生命保険資産の運用計画の方針に従った、確実

かつ安定的な運用につきまして、それぞれ各資産に係る運用計画や運用実施方針を遵守しまして、

預金、国債、預金者・保険契約者貸付、地方公共団体貸付等によりまして、確実かつ安定的な勤

めていると。 
 それから②のかんぽ生命保険における運用状況の把握として、再保険先であるかんぽ生命にお

ける確実かつ安定的な運用について、かんぽ生命から毎月運用実績について報告を受け、確実か

つ安定的な運用が行われていることの確認を行っているということも挙げていただいておりま

す。 
 その上で③、保有資産の管理・運用・見直しについてでございますが、機構の保有する資産は

業務を行う上で不可欠なもののみであって、業務に必要最低限の資産となるよう見直しをしてい

るということを評価いただいております。加えて２５年度においては、機構が賃貸借契約をして

いる事務所につきまして更新を行いましたが、賃料も近隣相場に照らして適正なものと言えると

いうことを評価いただいております。こういった点を総括しまして、こちらもＡ評価、目標を十

分に達成したという評価をいただいております。 
 続きまして４ページ目でございますが、２の提供するサービスの質の維持・向上でございます。

郵便貯金と次のページ、簡易生命保険とで分かれておりますので、まず４ページ目の郵便貯金管

理業務につきましてご説明させていただきます。 
 こちらでは委託先でありますゆうちょ銀行、再委託先であります日本郵便の監督が一番最初の

項目に挙がっておりまして、これについて７点ほど挙げていただいております。１点目の最初の

丸でございますが、平成２５年３月に、監督方針と実施監査計画を定め、これに基づいて各重点

確認項目の確認、指導、実地監査を行い、スケジュールどおりに行っているということでござい

ます。 
 ２点目でございますが、委託先及び再委託先の業務の質につきまして、委託先、再委託先での

犯罪発覚件数、それから苦情等の申告件数、現金過不足事故件数、いずれも減少しておりまして、

また利用者の評価等に関する調査結果も良好ということで、全般的に向上してると認められるこ

とを挙げていただいております。 
 それから３つ目でございますが、２５年度の犯罪発覚件数は１３件でありまして、前年度の１

８件から減少しているということでございます。 
 ４つ目でございますが、顧客情報管理につきまして、顧客情報の記録媒体の管理簿の様式改正

等を実施した結果、２５年度に発覚した郵便事故を除きます顧客情報関連事故数は７３件という

ことで、前年度から比べて６割減となっているということでございます。 
 ５つ目でございますが、２５年９月に、委託先におきまして地方公共団体貸付に係る借入申込

書類一式の紛失が発覚しましたが、該当の地方公共団体、こちらに事情説明の上、対象となる施
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設を特定するに足りる書類を提出させることを求めまして、７月に提出された書類について不足

がないことが確認された旨、委託先から機構に報告されております。 
 ６つ目でございますが、２５年度の苦情申告件数は、６，０２２件ということで、前年度から

は減少しております。それから２５年度末における２か月以上未解決の、長期未解決事案は３件

ということで、前年度の２２件から大幅に減少しております。 
 ７つ目でございますが、実地監査を４２か所で行いまして、委託先にそれぞれ監査結果の指摘

事項を通知して改善の実施を求めております。 
 郵便貯金管理業務の提供時間でございますが、こちらは、委託先及び再委託先と同等以上の営

業日及び営業時間が確保されているということで、それから標準事務処理期間の目標につきまし

ては、ほぼ１００％達成しているということでございます。 
 郵便貯金管理業務の総括としまして、それぞれ各施策は有効に機能しておりまして、コストパ

フォーマンスもよい、これらの業務の必要性、有効性、効率性が高いと評価していただきまして、

目標を十分に達成したということを評価いただいております。 
 次は５ページでございます。簡易生命保険管理業務のサービスの質についてでございます。１

つ目の丸でございますが、保険契約者の利便性確保のために、簡易生命保険管理業務の質を確認

することは必要性が高いと評価いただいております。それから監督に際しまして、委託先による

内部監査結果も利用するなど、効率的に実施されていると評価いただいております。 
 ２つ目でございますが、機構は重点確認項目としまして、７項目を定めておりますが、２５年

度は、２４年度に発覚しました保険金等の請求案内漏れ事案への対応を監督するために、実地監

査で保険金等支払管理態勢を最重点項目としておりまして、妥当なものと評価いただいておりま

す。 
 ３つ目でございますが、内部管理態勢の充実・強化ということで、犯罪発覚件数が減少傾向に

あること、それから犯罪防止のためにキャッシュレス化が協力に推進されていると。犯罪防止に

向けまして、集金管理態勢の整備や管理者向けの研修などの取組の強化と、実行状況の報告を求

めまして、年度末までに実施に移されていくこと、こういったことを評価いただいております。 
 ４つ目でございますが、キャッシュレス化によりまして、現金の過不足事故件数は大幅に減少

しているということです。苦情申告につきましては、委託先・再委託先による減少に向けた取組

を行っていますが、請求案内漏れを対応したという影響もありまして、お客様と接する機会が増

加したということもございまして、前年度に比べると件数が増加しているということはご指摘い

ただいております。 
 ５つ目の丸でございますが、保険金等の支払管理につきましては、保険金等の請求案内漏れ事

案等への対応の進捗確認や再発防止、それから長期未払契約への対応、発生防止への取組が行わ

れたと。それからシステムリスクの管理態勢につきまして、委託先からの報告と実地監査により

確認を行って、問題状況への改善指導を行っていること、こういったことが評価いただいていま

す。 
 ６つ目の丸でございますが、東日本大震災に伴う非常取扱い、その他自然災害被災地域への非
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常取扱いにつきまして、委託先から報告を受けて実施状況の確認を行っているということでござ

います。 
 ７つ目の丸でございますが、提供時間・提供場所につきまして、委託先・再委託先と同等であ

るということを確認しているということでございます。しかしながら標準処理期間につきまして

は、請求案内漏れ、支払請求への対応の影響もありまして、わずかではありますが、全体として

目標に届かなかったということでございます。９０％目標のところ、全体８９．８％程度と言っ

たところでございます。そのために、委託先・再委託先におきまして、機構から改善要求に対し

て、請求案内漏れ防止に向けた慎重な審査方法を行っている、そういった下でも標準処理期間内

で処理可能な態勢を整えるということで、この点につきましては評価をいただいています。 
 以上の点を評価いただきまして、全体としまして評価をＡ、目標を十分に達成したということ

を評価いただいております。 
 続きまして、３の「業務の実施状況の継続的な分析」に移らせていただきます。 
 １つ目の丸でございますが、利用者から委託先及び再委託先によせられた意見については、機

構が自ら得た意見とともに、毎月又は四半期ごとに分析しています。 
 ２つ目でございますが、２５年１０月に、郵便貯金及び簡易生命保険のサービスに対する利用

者の意向等に関する調査、これを Web で行ったと。その調査結果を分析しまして委託先に、例

えば預かり証が存在することの周知方法等への対応を求めた、これらを評価いただいております。

これらの点を踏まえまして、利用者からの意見収集、分析や Web での調査は必要だと、フィー

ドバックもなされている、費用も Web 調査は効率的だということを評価いただきまして、Ａ評

価、目標を十分に達成したと評価いただいております。 
 続いて、４の「紹介等に対する迅速かつ的確な対応」でございますが、こちら１つ目、機構に

おいて郵便貯金の預金者、簡易生命保険の契約者等からの直接の照会に対しまして対応が迅速で

ないというような苦情はなかったということから、紹介に関する対応は適切に行われているので

はないかということで推測できるところでございます。 
 ２つ目の丸ですが、郵便貯金管理業務におきましては、継続的な取組が進められておりまして、

苦情申告数は３年連続で減少、長期未解決事案の件数は大幅に減少、先ほども申しましたとおり

でございます。 
 ３つ目でございますが、簡易生命保険管理業務におきましては、２４年度は集中的に実施した

請求案内漏れ事案等の対応によりまして顧客への接触機会が増えたということで、苦情等の申告

件数が増加しました。しかしながら、長期未解決事案につきましては、委託先や再委託先との連

携によって残存数が大幅に減少しまして、それからコールセンターでの応答率も高い水準、９

５％程度ということを維持しているということから、効率的な、効果的な事業が実施されている

ということで評価いただきまして、全体としましてＡ、目標を十分に達成したという評価いただ

いております。 
 続きまして７ページ目の５「情報の公表等」でございます。 
 ここはさらっと説明させていただきます。情報開示全般につきましては、ディスクロージャー
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誌の備付け・公表、新聞広告、ホームページ等も活用した情報の提供に努めていると。それから

ホームページにつきましては、ユーザビリティ、アクセシビリティについての改善と充実に努め

ていることを評価いただきまして、Ａ評価、目標を十分に達成しているという評価をいただいて

おります。 
 次に８ページ目の６「預金者等への通知」でございます。 
 １つ目の丸でございますが、郵便貯金の権利消滅金や睡眠貯金の残額、簡易生命保険における

支払義務発生後の未請求金、これらの問題を解消すべく預金者の方に債務履行や保険契約者の方

に支払請求勧奨をする、これらに関して継続的な取組が必要と評価いただいております。 
 ２つ目でございますが、郵便貯金管理業務では、預金者と郵便貯金払戻証書保有者に対して、

個別周知のための活動が継続的に行われるということでございまして、特に２５年度は早期の払

戻を促す挨拶状に専用の電話番号を設けております。そのほか自動継続の定期郵便貯金というの

はもう終了しているということについて、個別周知のための取組が進められている等々の一定の

効果が得られておりまして、効率性、有効性を考慮した事業が実施されていると評価いただいて

おります。 
 ３つ目のところでございますが、簡易生命保険管理業務では、電話により請求勧奨を開始する

など、長期の未払契約の解消に向けた取組が行われておりまして、２５年度は効果の認められる

新聞広告を優先するなど、効果的かつ効率的な実施に向けた努力を評価いただいております。 
 ４つ目でございますが、初めての取組であります特定のエリア、今回さいたま市で広報活動を

行ったということを挙げていただいております。 
 総括として、全般的に預金者等への周知活動は一定の効果を上げている評価いただいたところ

でございまして、依然として高水準にある郵便貯金における権利消滅金や睡眠貯金の残高等を考

慮しますと、今後も機構全体の経費を抑えつつ、効果的な周知への取組を継続する必要があると、

ご指摘をいただいているところでございます。 
 それから第３の「財務内容の改善に関する事項」でございますが、簡易生命保険で預託先の長

期未払契約の請求勧奨、これによりまして時効完成後であっても保険金等の支払を行うと、そう

いうものの増加によりまして、利益の剰余金が減少していますが、原因についての分析は適切に

行われていると。また、郵便貯金に関しましては、権利消滅金により従来どおり利益剰余金が発

生しており妥当なものであること、こういった点を評価いただきまして、前年度同様、こちらも

Ａという評価をいただいております。 
 最後に第４の項目「その他業務運営に関する事項」、９ページからになりますが、こちら色々

項目が分かれていまして、１、施設・設備はございませんので、２の適切な労働環境の確保とい

うことでございます。 
 こちらにつきましては、１つ目の丸で、超過勤務について、人件費削減等の観点から抑制を行

っていると。それから２５年度、先ほども申し述べましたが、人員配置について柔軟な対応をな

されていると。 
 ２つ目ですが、人事評価では人事評価規定に基づきまして評価実施、夏・冬のボーナスに反映



12 
 

するということで職員のモチベーションの向上に努めているということでございます。 
 ３つ目でございますが、ハラスメントについては、２５年度は事案がなかったということです。 
 ４つ目ですが、メンタルヘルスケアについては専門の医師による講習会を実施しまして、相談

窓口を設けて、メンタルヘルスケアに努めていたということでございます。 
 以上から、機構は適切な労働環境を確保していたと評価いただきまして、こちらもＡ評価をい

ただいております。 
 １０ページ目、３、機構が保有する個人情報の保護でございますが、１つ目のところに、四半

期ごとの点検シートに基づくチェックや研修などを実施したということでございますが、２５年

度はそれでも機構で個人情報の漏えいが１件発生しました。その際に速やかな対応が実施されま

して、マニュアルの改正と職員への周知・指導に取り組んだということを挙げていただいており

ます。 
 ２つ目でございますが、２５年度は委託先に対しまして、個人情報関連事故については直ちに

報告することを求めまして管理体制について状況を確認したということを挙げていただいてお

ります。 
 ３つ目でございますが、２５年度の個人情報保護策につきまして、機構は委託先や再委託先に

対しまして、個人情報の管理状況を監査したり、それで不備な点については改善を指導しまして、

監査結果通知によりまして、検討の要請をしたり周知徹底をするなど、気付いた点から改善対応

を講じていると、以上の点からＡの評価をいただいております。 
 こちらはご指摘として３点ほどいただいておりまして、１つ目の丸の後３から２行目のほうに、

点検シートに基づく四半期ごとのチェックや研修などの取組は今後も継続的に実施すること、そ

れから２つ目の丸の後段のほうで、漏えい事故への未然防止に向け、今後は委託先、再委託先双

方に、機構が直接指導できることを原則とするような体制に変えていくこと。３つ目の丸のほう

の後段でございますが、委託先・再委託先から受ける報告は、厳格なチェックを行いまして、迅

速な聴取調査、それに基づく指導体制の強化などが求められると。こういった点を指摘いただい

ております。 
 次に４の災害等の不測の事態の発生への対処でございますが、１つ目で、機構において、緊急

時の対応マニュアル、緊急事態対応計画、業務継続計画について適宜修正を行っていること、そ

のほか東京都帰宅困難者対策条例に基づきまして、必要物資の備蓄の見直し等も進めているとい

うことで、リスク管理体制を充実させるために必要な対策を講じております。 
 ２つ目のところでございますが、郵便貯金管理業務におきまして、委託先に危機管理規程、事

業継続計画書、ゆうちょ総合情報システムにおけるコンティンジェンシープラン、こういったヒ

アリングや提出報告を求めて、対応の確認を行う、委託先のゆうちょ銀行の側でも首都直下型地

震に対応した訓練、事業継続計画の改定を行っているということでございます。 
 ３つ目の丸でございますが、簡易生命保険管理業務で委託先への対処として、危機管理規程そ

れからマニュアル等の確認を実施するとともに、委託先の簡保生命保険のほうでは新たにコール

センターが被災した場合の対応マニュアルを制定するなど、対策を強化しています。 
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 これらを評価いただきまして、リスク管理体制の整備として必要な対策が効果的にとられてい

るというＡ評価をいただいています。 
 １点、マニュアルの整備等が万が一の際に有効に機能するために必要な方針を十分に実施し、

そのための継続的努力が望ましいというご指摘をいただいています。 
 次のページ、５の内部統制の充実・強化でございます。まず理事長は組織にとって重要な情報

等について、適時的確に把握するとともに、法人ミッションを適切に周知できるような環境が整

っているということでございます。 
 ２つ目で、機構の業務に係るリスク要因の洗い出しを行いまして、機構が管理すべきリスクの

特定を行って、その防止や早期発見に努めるとともに、リスク管理シートについて見直しを行っ

ていくと、 
 ３つ目でございますが、自然災害によるリスクへの対応として、先ほども説明しました緊急事

態対応計画等の修正や、２５年度東京都帰宅困難者対策条例に基づく物資の備蓄の見直しを進め

る、 
 ４つ目、必要なＩＣＴ環境を整備していくということで、情報セキュリティ点検を実施しまし

て、統制環境の実効性確保に努めていると、 
 ５つ目としまして、監事も役員会等へ出席するなどして、監事機能の強化に努めているという

ことでございます。 
 以上を評価いただきまして、内部統制の充実・強化を全体として図っているということでＡ評

価をいただいております。 
 ６の情報セキュリティ対策の推進になりますが、２５年３月に、情報の格付を設定する等の見

直しを行って、施行し、情報セキュリティの対策実施手続を改正し、トータルな情報セキュリテ

ィ対策を可能にしたということを挙げていただいております。それから管理規程に基づきまして、

四半期ごとに点検シートで情報セキュリティ対策の実施状況について点検を行っているという

ことで、全体としてＡ評価をいただいております。 
 それから１２ページ目の８、その他環境への配慮でございますが、環境に配慮した物品、サー

ビスの調達について、例えばコピー用紙など、これは判断基準よりも高い水準で目標が達成され

ているということ、それから温室効果ガス排出削減などの取組でも、３トンの削減ということで、

これは２５年度から２８年度は、総排出量を２４年度の実績である２４トン以下ということにす

るわけでございますが、３トン削減ということで単年度として順調な取組になっていると。これ

らの取組の背景には、環境配慮の行動が浸透しているということを挙げていただいております。

評価はＡ、目標を十分に達成と評価をいただいております。 
 なお機構として、エコチャレンジの方向性を提示し、環境保全活動への格段のステップアップ

を図っていくことが期待されるというご指摘もいただいております。 
 最後の８、業務改善へのイニシアティブでございますが、こちらにつきましては、役員、管理

職員が日々の業務遂行により把握された情報等を踏まえて、役員懇談会等で把握・分析した上で

職員に必要な指示・指導を行うなどのイニシアティブを発揮している。理事長による面接を実施
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するなどコンプライアンス、業務の効率化、人材育成については周知徹底を図っている。入居ビ

ルの自衛消防訓練による災害リスクへの対応を図っていると。会計検査院等がほかの法人に対し

て行ったもので、機構にとっても有用なものを採用していたと、これらを評価いただきまして、

Ａ評価と、目標を十分に達成ということをいただいております。 
 これらの評価でございますが、全体として、評価の項目数はこの１２ページの下のほうでござ

いますが、昨年はＣ評価というのが１件ございました。これは簡易生命保険の管理業務において、

委託先で大規模な請求案内漏れ、長期未払事案があったということでございますが、これがＣと

なっておりましたが、２５年度、今回は委託先におきまして、大規模事案への対応状況の進捗確

認や再発防止、それから長期未払契約への対応や発生防止への取組などを行いまして、機構のほ

うでも実地監査でサービスセンターの５か所すべてを監査対象とする、必要な管理監督を行って

いる、そういったことを踏まえて今回Ａ評価をいただいております。 
 こういった２５事業年度の実績評価案を踏まえた中期計画の達成状況につきましては、資料４

がございまして、これを全部説明するつもりはございませんで、これは１ページ目からずっと、

今挙げたものをもう１回リフレインしている、繰り返しているような感じで、総括として１２ペ

ージの後段以降に、中期計画全体の評価というのがございまして、これは中期計画全体の達成状

況という意味ですが、こちらを記載しておりまして、大変恐縮でございますが一番最後のページ、

１５ページの真ん中より少し上のところに、全体として第２期中期目標期間の第２年度において

は中期目標をおおむね達成したと考えられるという全体的な評価案をまとめていただいており

ます。 
 ２５年度の業務実績評価案につきましては、長くなりまして恐縮でございますが、ご説明は以

上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 
（釜江分科会長） ありがとうございました。ただいまご説明いただいた内容について、何かご

質問等はございますか。それからあわせて、評価をご担当いただいた委員の皆様から補足等ござ

いましたらお願いいたします。 
 私から２点ほど。５ページの真ん中辺りにキャッシュレス化という言葉が出ておりますが、も

との評価資料２の調書のほうで見てみますと、保険金とか保険料を送金扱いにするということを

キャッシュレス化というふうに呼ぶということでよろしいのですね。 
（菱沼郵政行政部貯金保険課長） はい。その場で現金にて保険料をお支払い頂いているのを、

なるべく口座振替か何かにして事故が起こらないようにしていくということでございます。例え

ば、初回の保険料はまとめてお支払いいただくということとなりますと、かなり高額になります

ので、そういったものを口座、例えばゆうちょ銀行の口座でも結構ですし、ほかの方法、振込み

などでも結構でございますが、なるべく口座で扱うということにして、現金を直接取り扱う事故

を減らしております。 
（釜江分科会長） それからもう１点。７ページの真ん中あたりのホームページの活用というと

ころで、ユーザビリティという言葉出てきますが、ユーザビリティとは、サイト内の検索機能を

付けるというようなことを言うのでしょうか。 
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（菱沼郵政行政部貯金保険課長） 使いやすさという意味だとは思うのですが。 
（山崎（独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構総務部長） ホームページを訪れた人が見やすい

とか調べやすいとかいったものですよね。キーワード検索がしやすいということで、これ普通は、

皆さんやってはいるのですが。それからホームページ内については、タグを活用して、より、ア

クセスしやすいようにしております。それから私どもゆうちょ銀行やかんぽ生命とリンクを張ら

せていただいたり、国民生活センターからも訪れられるようにしております。機構だけではなく

て、マルチ的に、多方面から訪れやすいように、ユーザビリティといいますか、利用者の利便性

を高めていくことに取り組んでいるという状況です。 
（釜江分科会長） 言葉遣いはこれで、一般的になっているのですか。 
（山崎（独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構総務部長） はい、そのように考えております。 
（釜江分科会長） 何かほかにございますか。 
 それでは郵便貯金・簡易生命保険管理機構の平成２５年度の業務実績評価につきましては、お

配りしているもので、本分科会において本分科会においてご了承いただいたものとしてよろしい

でしょうか。 
 はい、ありがとうございます。なお各事業年度に係る業務の実績に関する評価につきましては、

総務省独立行政法人評価委員会議事規則第９条の規定によりまして、本分科会の議決が評価委員

会としての議決になりますので、本評価結果につきまして、今月末に予定されております総務省

独立行政法人評価委員会において、私からご報告させていただく予定でございます。 
 ありがとうございました。 
 それでは、これで本日の議事はすべて終了ということになるかと思います。委員の皆様におか

れましては、貴重なご意見をありがとうございました。 
 なお、今後のことですが、次の２６事業年度の業務の実績に係る評価につきましては、平成２

７年４月１日に施行となります改正独立行政法人通則法に基づいて、主務大臣が評価を行うこと

となり、総務大臣が評価を行うこととなります。第三者委員会が主務大臣の評価について二次評

価を行い、必要に応じて意見をすることとなります。第三者委員会による二次評価の具体的なス

キームについては、現在政府内で検討中であるとのことです。この点につきましては、今後スキ

ームが確定次第、事務局よりご連絡させていただきます。 
 最後に事務局から連絡事項をお願いいたします。 
（菱沼郵政行政部貯金保険課長） はい。本委員会の議事録につきましては、事務局においてと

りまとめまして、委員の皆様にご確認いただいた上で、委員会議事規則第７条に則りまして、公

開することとさせていただきます。 
 また会議資料につきましても、同条に則り、公開することとさせていただきます。事務局から

は以上でございます。 
（釜江分科会長） それでは以上をもちまして、総務省独立行政法人評価委員会郵便貯金・簡易

生命保険管理機構分科会の第２８回会合を終了させていただきます。本日はどうもありがとうご

ざいました。 


